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平
素
か
ら
農
業
委
員
会
の
活
動
に
つ
き
ま
し
て
、
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
が
会
長
の
重
職
を
拝
命
し
て
か
ら
、早
い
も
の
で
一
年
が
経
ち
ま
し
た
。

こ
の
一
年
は
実
に
濃
密
で
あ
り
、
こ
の
歳
で
様
々
な
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ

け
る
事
に
感
謝
す
る
と
同
時
に
、
今
後
ま
す
ま
す
の
精
進
を
決
意
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
東
串
良
町
に
と
っ
て
、
農
業
と
は
ま
さ
に
町
の
生
命
線
で
あ
り
、

将
来
の
後
継
者
に
優
良
な
農
地
を
残
す
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
使
命

で
あ
り
ま
す
が
人
口
減
少
・
高
齢
化
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
す
る
一
方
で
あ
り
、

そ
れ
に
伴
う
農
地
の
担
い
手
不
足
等
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
で
は
対
策
と
し
て
、
農
地
の
担
い
手
へ
の
あ
っ
せ
ん
・
集
積

お
よ
び
荒
廃
の
解
消
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
特
に
農
地
の
権
利
設
定
に

お
い
て
は
、
今
年
４
月
よ
り
原
則
、「
農
地
中
間
管
理
機
構
」
を
利
用
し
た

制
度
に
一
本
化
さ
れ
る
事
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
農
業
者
の
皆
様
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
若
干
の
戸
惑
い
も
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
何
卒
ご

理
解
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
昨
年
よ
り
相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
未
相
続
の
農

地
が
あ
り
ま
し
た
ら
速
や
か
に
相
続
し
、
管
理
等
に
つ
い
て
お
困
り
の
事
が

あ
り
ま
し
た
ら
気
軽
に
農
業
委
員
会
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
皆
様
の
健
康
と
ご
多
幸
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、

新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

令
和
七
年　

元
旦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会　

長　

大　

村　

教　

男

稲村　照隆
担当地区　岩弘

副会長　木佐貫　一孝
担当地区　池之原

鶴丸　千尋
担当地区　新川西

松留　立美
担当地区　川東（南部）

会長　大村　教男
担当地区　新川西

櫻木　孝二
担当地区　新川西

内村　初子
担当地区　川西

吉ヶ﨑　弘一
担当地区　川東（北部）

農
業
委
員
の
紹
介

会
長
挨
拶
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有留　幸路
担当地区　岩弘

中村　春樹
担当地区　池之原

松元　友信
担当地区　新川西

谷口　憲三
担当地区　川東（柏原）

福岡　みどり
担当地区　川西（下之馬場～馬越）

杉木　秀幸
担当地区　川東（北部）

村吉　博美
担当地区　川西（下之馬場～馬越）

松留　和江
担当地区　川東（南部）

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
紹
介

　毎月25日前後に開催され、農地の売買や貸借
の許可について審議しています。

　荒廃農地や転用対象地等を事務局職員と見て回
り調査します。

　町内の担当区域を見回り、荒廃している農地を発見した場
合には農地の持ち主に適切な管理を行うように指導します。

農業委員会農業委員会
のの

活動紹介活動紹介
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　昨年より業務の効率化のため全ての委員にダ
ブレットを導入しました。この事により、様々な
活動において効率的に動く事が可能となりまし
た。

　豊富な経験を活かし新規就農者等に対し助言を
行います。

　農地の今後のために定められる地域計画を策
定するための話し合いが各地区で行われました。
　今後は話し合いの結果を踏まえ「将来、どこ
の農地を誰が耕作を担うのか」「営農しやすい環
境をどう整え
るのか」を決
めるための地
域計画が策定
されます。

〇紛争の調定・仲介

〇 農地の集積・集約に向けての活動
　（意向確認等）

〇 農業者年金の加入推進

〇全国農業新聞への普及推進等

　７月に宮崎県小林市と、湧水町で農業委員会
の研修視察を行いました。
　小林市では、地域計画のための話し合いの単
位は、主に営農グループなどの担い手が参加す
る協議の場で行われており、話し合いの前には
農業委員を含めた役員会を行い、綿密な擦り合
わせを行ってから地域の話し合いを実施して
いるとのことでした。

　湧水町では、遊休農地及び耕作放棄地の解消
と農家の所得向上、新たな地域おこし等を目的
にアーモンド栽培に取り組んでいるとのことで
した。
　今回の研修で学んだことで、東串良町でも有
効に活用できそうな事柄は積極的に参考にさせ
ていただき、町の農業振
興の改善に取り組んでい
きたいと思います。
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令和 7 年 4 月より

農地農地のの貸し借り貸し借り（売買）（売買）はは原則原則としてとして
農地バンク経由農地バンク経由となります。となります。
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農業者年金受給額の試算

　

農
業
者
年
金
は
、
農
業
者
に
と
っ
て

多
く
の
お
得
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま

す
。

　

農
業
者
年
金
の
加
入
資
格
は

①
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
（
免

除
者
は
除
く
）

②
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
し
て
い

る
こ
と

③
65
歳
未
満
（
60
歳
以
上
は
国
民
年
金

任
意
加
入
者
）

で
あ
り
、
農
地
の
権
利
名
義
も
不
要
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

よ
っ
て
、
経
営
主
以
外
の
配
偶
者
や

後
継
者
な
ど
家
族
農
業
従
事
者
の
方
や

パ
ー
ト
な
ど
で
農
業
に
従
事
し
て

い
る
方
も
加
入
で
き
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
２
万
円
か
ら
６
万
７
千
円

の
間
で
千
円
単
位
で
い
つ
で
も
自
由
に
変

更
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
35
歳
未
満
の
方
は
１
万
円
か
ら

加
入
で
き
ま
す
。

　

自
ら
積
み
立
て
た
保
険
料
と
そ
の
運
用

益
（
付
利
）
に
よ
り
将
来
受
け
取
る
年
金

額
が
決
ま
る「
積
立
方
式（
確
定
拠
出
型
）」

の
年
金
で
、
少
子
高
齢
化
に
強
い
と
い
う

特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
安
定
し
た
運
用
方
法
を
と
っ
て

お
り
、
毎
年
加
入
者
に
対
し
て
積
立
・
運

用
状
況
を
通
知
す
る
透
明
性
の
高
い
制
度

で
す
（
運
用
利
回
り
は
、
現
在
の
制
度

に
な
っ
て
か
ら
の
21
年
間
の
平
均
で
２
．

７
４
％
で
す
）。

　

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

が
20
年
程
度
と
決
ま
っ
て
い
る
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ

ｏ
（
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
）
と
比
べ
、

農
業
者
年
金
は
一
生
涯
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

仮
に
80
歳
前
に
な
く
な
っ
た
場
合
で

も
、
死
亡
し
た
翌
月
か
ら
80
歳
前
ま
で
に

受
け
取
れ
る
は
ず
だ
っ
た
農
業
者
老
齢
年

金
の
現
在
価
値
相
当
額
を
、
死
亡
一
時
金

と
し
て
遺
族
が
受
け
取
れ
ま
す
。

　

支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
同
一
生
計
の
家
族
分
の
保
険
料

を
支
払
っ
て
い
る
場
合
、
家
分
を
含
め
て

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
農
業
者
年
金
と
し
て
受
け
取
っ

た
年
金
は
税
制
上
、
公
的
年
金
等
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

農
業
者
年
金
へ
の
加
入
要
件
に
加
え

①
39
歳
ま
で
に
加
入

②
農
業
所
得
が
９
０
０
万
円
以
下

③
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
者
等
を
満
た

す
者

　

保
険
料
の
国
庫
補
助
金
は
、
将
来
経
営

継
承
を
す
る
等
の
一
定
の
要
件
を
満
た
せ

※試算の［単位：円］
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区分 必要な要件 本人負担の保険料（補助額）
35歳未満 35歳以上

１ 認定農業者かつ青色申告者 １万円 （１万円） １万４千円 （６千円）
２ 認定就農者かつ青色申告者 １万円 （１万円） １万４千円 （６千円）

３ 区分１又は区分２の要件を満たしている者と家族経営協
定を締結し、経営に参画している配偶者又は直系卑属 １万円 （１万円） １万４千円 （６千円）

４ 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で
３年以内に区分１の要件を満たすことを約束した者 １万４千円 （６千円） １万６千円 （４千円）

５
区分１又は区分２の要件を満たしていない者の直系卑属
であり 35 歳まで（25 歳未満の者は 10 年以内）に区分
１の要件を満たすことを約束した者

１万４千円 （６千円） ―

65歳から 87歳の年金額
（夫婦）

88歳から 92歳の年金額
（妻のみ）

ケース１
農業者年金に
夫のみ加入

国民年金　　夫 66,000 円　妻 66,000 円
計　132,000 円
農業者年金　夫 44,000 円　　　　　（全て月額）

国民年金　　妻 66,000 円

農業者年金　なし　　　　　　　　（全て月額）

合計　176,000 円（月額） 合計　66,000 円（月額）

ケース２
農業者年金に
夫婦で加入

国民年金　　夫 66,000 円　妻 66,000 円
計　132,000 円
農業者年金　夫 44,000 円　妻 38,000 円
計 82,000 円　　　　　　　　　　　（全て月額）

国民年金　　妻 66,000 円

農業者年金　妻 38,000 円　
　　　　　　　　　　　　　　　　（全て月額）

合計　214,000 円（月額） 合計　104,000 円（月額）

農業者年金に夫のみで加入した場合と夫婦で加入した場合

制策支援の要因と国庫補助額

ば
、
将
来
、
特
例
付
加
年
金
と
し
て
受
給

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
注
）

　

国
庫
補
助
を
受
け
て
い
る
間
の
保
険
料

は
月
額
２
万
円
（
国
庫
補
助
額
を
含
む
）

（
注
）

　

保
険
料
の
国
庫
補
助
を
受
け
ら
れ
る
期

間
は
最
大
20
年
間
で
す
。

　

積
立
方
式
の
農
業
者
年
金
は
、
加
入

し
た
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
積
み

立
て
た
額
も
大
き
く
な
り
、
運
用
益
も

多
く
な
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
た
め
、

若
い
農
業
者
ほ
ど
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
農
業
者
年
金
は
年
金
を
一
生

涯
受
け
取
れ
る
終
身
年
金
の
た
め
、
よ

り
長
生
き
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
女

性
農
業
者
に
と
っ
て
も
有
益
な
制
度
で

す
。

※試算の前提
・ 右記の表は通常加入で、65 歳までの運用利回り 2.5％、65 歳
以降の年金額を計算するための予定利率は 1.00% で計算してい
ます。
・ 年金額は 65 歳裁定時における年金額（年額）であり年金受給
総額は 65 歳での農業者年金加入者の平均余命を考慮し、男性
86.5 歳、女性 92.0 歳まで生存した場合の受給総額です。
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農地を転用農地を転用するためにはするためには
許可許可がが必要必要です。です。
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農業委員会事務局より

農業委員会への申請一覧

　これまで主に町内で栽培された農産物を
中心に販売していた物産館ですが、新たに
株式会社モエノバが指定管理者となり、地
元の農作物や特産品はもちろん、他の市町
村からの出品も積極的に受け入れるように
なり、ここでしか購入できない加工品や総
菜、オリジナル芋けんぴ、北海道直送の毛
ガ二まで、バラエティ豊かな品揃えとなっ
ています。
　新生「ルピノンの里」では今後、毎月第
1日曜日を「ルピノン市」としてセールを
開催しており、令和 7年 1 月
12 日（日）には「錦江・大崎
特産品フェア in 東串良町」も
開かれる予定。是非来館を‼

☎

全国農業新聞全国農業新聞を購読しませんか。を購読しませんか。
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